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◯　　介護予防通所サービス　基本報酬

①　　１（６）②身体的拘束等の適正化の推進

②　　２（１）③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書

　　　　　　　　の見直し

③　　２（３）①科学的介護推進体制加算の見直し

④　　３（１）①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

　　　　　　　　プ等支援加算の一本化

⑤　　３（２）⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

⑥　　５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者

　　　　　　へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

⑦　　５⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

　

　

介護予防通所サービス



介護予防通所サービス　基本報酬

　○１週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現行　　　　　　　　　　　　　　　　改定後

　　要支援１　　　　　　　　　　１，６７２単位　　　　　　　　　　　　　１，７９８単位
　　
　　要支援２　　　　　　　　　　３，４２８単位　　　　　　　　　　　　　３，６２１単位

　○１月当たりの回数を定める場合（１回につき）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現行　　　　　　　　　　　　　　　　改定後

　　要支援１　　　　　　　　　　　　３８４単位　　　　　　　　　　　　　　４３６単位
　　　※１月の中で全部で４回までのサービスを行った場合
　
　　要支援２　　　　　　　　　　　　３９５単位　　　　　　　　　　　　　　４４７単位
　　　※１月の中で全部で８回までのサービスを行った場合　





















ご視聴ありがとうございました。


